
転転出出さされれるる方方へへ

転転校校手手続続ききににつついいてて

浦安市立美浜北小学校

この度、慣れない土地の学校へお子様を転校させるということで、いろいろと御心配のことと思いま

す。この文書を参考に手続きを済まされ、少しでも御心配が解消されれば幸いです。

１ 美浜北小学校よりお持ちいただく証明書類は次の通りです。

①在学証明書

②教科用図書給与証明書

③氏名ゴム印

２ 手続きは次の要領で行ってください。

◎学校から発行する書類 ★市役所関係から発行する書類

３ その他

・給食費について

市内転居の場合は、特に手続きはありません。新しい学校でそのまま口座振替が継続されます。

市外転居の場合は、口座振替日まで口座を解約しないでください。口座解約を希望する場合は浦安

市教育委員会保健体育安全課（市役所７階）で清算手続きを行ってください。

・学級費・PTA 会費の清算をお済ませください。

・教室の学習用具や作品等をお忘れなくお持ち帰りください。

①≪浦安市役所１階市民課≫

・住民票異動手続きを行う。

市外転居は約２週間前から

市内転居は引越した後

②≪浦安市教育委員会学務課（市役所７階）≫

★転出通知書をもらう。

※学区外就学等特殊なケースの場合は学務課

に相談してください。

③≪美浜北小学校≫

★転出通知書を提出

◎在学証明書

◎教科用図書給与証明書

◎氏名ゴム印

を受け取る。

④≪転出先の市役所≫

・住民票異動手続きを行う。

★転入学通知書をもらう。

⑤≪新しい小学校≫

★転入学通知書

◎在学証明書

◎教科用図書給与証明書

◎氏名ゴム印

を提出

⑥≪新学級担任≫

・新しい担任の先生に、事前に、

お子様の性格や健康状態など

をお話しておくとよいと思い

ます。


